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１.予防的取組 ～広報・啓発～
◎啓発物品の作成
・啓発物品について、昨年度作成したクリアファイルおよび付箋とともに、今年度
作成した反射キーホルダーを各種講演会等で配布する。このほかにも、各分野で、
多くの方に手に取っていただけるような啓発物品を作成予定。

反射キーホルダー

・台紙の裏面に相談先を明記
・松戸市虐待防止条例のページ
（市公式HP）のQRコードを記載黒、緑、オレンジの三色で作成
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◎チラシの作成および配布
・条例が制定されて４年が経過したが、条例および通報・相談先の認知度が横ばい
の状態である。認知度の向上を目指すため、虐待防止条例周知用チラシのデザイ
ンを一新し、市内公共施設を中心に配架する。

◎パートナー講座の実施
・パートナー講座周知用に作成したチラシにて、パートナー講座の周知を行うとと
もに、引き続きパートナー講座を実施し、虐待防止や連携について周知を行って
いく。

虐待防止条例周知用チラシ

（前ページ続き）

パートナー講座周知用チラシ

Ａ４両面カラー印刷
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２.多機関連携
➀虐待対応機関合同勉強会の開催
◎目 的

虐待対応にかかる他機関の業務内容の把握と顔の見える関係づくりの構築を目的とし、児童・高

齢者・障害者に対する虐待を対応する３課および関係機関が事例を通し、包括的な支援方法を検

討する。

◎開催日

令和６年1２月２６日（木）（予定）

◎参加機関（予定）

虐待対応機関職員（柏児童相談所、地域包括支援センター、基幹相談支援センター等）

関係機関職員（親子すこやかセンター、在宅医療・介護連携支援センター）

◎内 容（仮）

１.各虐待における通報受理から終結までの流れ

２．事例検討
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②市職員向け研修会の実施
◎目 的

幅広く市民に関わる市職員の虐待防止に関する意識を高め、早期発見・早期対応の実現を

目指す。また、虐待防止の取組について市職員の理解が深まることにより、多分野連携の

強化を目指す。

◎開催状況

令和４年度に、全庁的に動画研修を実施。令和５年度以降は新規採用職員を対象に実施。

◎開催日時

令和６年５月２８日（火）１４：１０～１４：４０(人事課主催・新規採用職員中期研修として実施）

◎受講人数

９７名（新規採用職員）

◎内 容

１.虐待の種別や対象者について

２.松戸市虐待防止条例や各種取組について

３.相談・通報先について
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③連携強化に向けて重層的支援会議の活用を検討

※令和３年２月厚生労働省社会・援護局・地域福祉課作成「重層的支援体制整備事業における各事業の支援フロー」より抜粋
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※令和３年２月厚生労働省社会・援護局・地域福祉課作成「重層的支援体制整備事業における各事業の支援フロー」より抜粋

（前ページ続き）

連携の難しさの一因
として挙げられてい
た事項がクリアとな
る可能性がある。
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３.虐待防止条例や通報窓口の認知度

・松戸市虐待防止条例が制定されてから、４年が経ち、虐待対応機関の職員は、

日々の業務の中で多分野連携を意識し、支援を行っている。

・「虐待のない誰もが安心して暮らせるまち」を目指して市は関係機関や地域社

会と連携を図りながら、虐待防止に関する施策を推進している。しかしながら、

各分野において、相談・通報窓口の認知度の差があることや虐待を疑う場面に

出会った際の対応方法について、さらなる周知が必要であることがわかった。

虐待防止条例や相談窓口の認知度について ※いきいき安心プランⅧまつど策定のためのアンケート調査報告書より抜粋（令和５年度実施）

「松戸市虐待防止条例」について知っていますか。

※市内の町会長・自治会長を対象とした調査

虐待が疑われる状況を発見した際の、通報・相談先について知っていますか。
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虐待を疑った際の対応方法について

その時どのように対応しようと思いましたか。

虐待を疑うような場面に出会った方の中で、３１．５％の方が「どうして良いか分から
なかった」と回答しており、対応方法に迷い、相談機関への連絡に至っていない。

【身近なところで虐待かもしれない、虐待かどうかわからないが、お
かしいなと思ったことがあると回答した方のみ回答】

虐待を疑った際の状況について

その時はどのような状況でしたか。

※松戸市子ども・子育て支援に関するアンケート調査報告書より抜粋（平成３０年度実施）

その際の対応方法

◎児童分野
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通報義務について 通報先について

高齢者虐待を発見した場合、通報する義務があることを知っていますか。 高齢者虐待を発見した場合の通報先を知っていますか。

※いきいき安心プランⅧまつど策定のためのアンケート調査報告書より抜粋（令和４年度実施）

約４７％の方が「虐待を発見した場合、通報する義務がある」ということを知っているが、実際に発見
した際の通報先を知っていると回答した方は約１４％であり、通報先の認知度が低い状況である。

◎高齢者分野
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通報窓口について 虐待防止の推進について

障害のある人に対する虐待等の相談・通報窓口を知っていますか。

※松戸市障害者計画策定のためのアンケート調査結果報告書より抜粋（令和４年度実施）

通報窓口や通報義務について、認知度が低いため、虐待防止の推進に必要な取組として「虐待の通報先
をもっと広報する」が最多となった。「他の虐待防止のための取組と一体となって取組を行う」も４２％を
占めており、虐待防止条例の周知や取組の強化が必要である。

◎障害者分野

通報義務について

障害者が虐待を受けていることに気付いた人は、通報する義務がある
ことを知っていますか。

障害者虐待の防止をさらに推進するために、どのようなことをすれ
ばよいと思いますか。

※障害者（市内在住の１８歳以上の身体・療育・精神障害者保健福祉手帳の所持者、

難病指定を受けている方）に対する調査

※市民（市内在住の他の調査対象に該当しない方）に対する調査

※市民（市内在住の他の調査対象に該当しない方）に対する調査
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・各分野での相談・通報窓口の周知はもちろん、近年は家庭内での課題が複雑化

しており、多分野での連携が必須となることから、松戸市虐待防止条例の周知と

ともに相談・通報窓口の周知等、さらに普及啓発活動に取り組む。

・市民は相談や通報することにより、その後行政がどのように対応するか等、一連

の流れがわからないことから、不安に繋がることもある。相談が支援に繋がって

いくことや「虐待かどうかわからないから通報しない」のではなく、「わからないか

らこそ通報」してもらえるよう、情報の発信方法を検討していく。

◎今年度の重点項目

「小さな気づき」が支援に繋がることを積極的に
発信し、引き続き通報しやすい環境づくりや関係
機関との連携を意識して取り組んでいきます
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